
建築基準法第５１条の規定による 

廃プラスチック類の破砕施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

【建築基準法第５１条（要旨）】

都市計画区域内においては、廃プラスチック類の破砕施設など、政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定してい

るものでなければ新築し、又は増築してはならない。

ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。

【申請概要】

申請者 敷地の位置（用途地域） 面 積 備 考（処理施設の種類及び処理能力）

福岡金属興業株式会社

代表取締役 横溝 淳弥

北九州市若松区

向洋町５２番１ 他９筆

（工業専用地域）

敷地面積  ２０，３４７．９４㎡

建築面積 ０１２９．２７㎡

（申請部分 １００．００㎡）

延べ面積 ０１２９．２７㎡

（申請部分 １００．００㎡）

産業廃棄物処理施設

・廃プラスチック類の破砕施設

６０．８トン／日（８時間）

【建築基準法第５１条ただし書の規定による許可を必要とする理由】

申請者は、本社がある直方市において、鉄・非鉄金属・鋼材などの買入、加工及び販売、産業廃棄物の収集運搬及び中間処理業を営んでいる。平成２２年から申請

地に自社岸壁を備え、本社で加工されたスクラップ等を国内企業へ移出や海外企業への輸出業務を行っている。

現在、取扱っている雑品スクラップ（鉄、非鉄、プラスチック等が混在したスクラップ）は、人や重機で選別後、そのまま中国などに輸出していたが、今回申請地に新た

に破砕機を設置し、金属や廃プラスチック類等に分離することで、安全かつ効率的な処理の実現、リサイクル品質の更なる向上を目指す。

計画している廃プラスチック類の１日当たりの処理能力が、建築基準法施行令第１３０条の２の２に規定する「位置の制限を受ける処理施設」に該当することから、建

築基準法第５１条ただし書の規定による許可を必要とするものである。
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【付近見取図（用途地域図）】
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【用途現況図】
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凡例

搬入経路

搬出経路

申請地
福岡金属興業
若松区向洋町５２番１ 他９筆

福岡金属興業 本社
国道２００号 都市高速 若戸トンネル
国道４９５号 申請地

【運搬計画】
・搬入量 ： ２０．２ｔ／日（台数 ２台／１１ｔ車）
・搬出量 ： ２０．２ｔ／日（台数 ２台／１１ｔ車）

【既存】
・搬入量 ： ８０ｔ／日（台数 ４台／２３ｔ車）
・搬出量 ： ２,０００ｔ／月（船積みにより搬出）

・搬入起点 ： 福岡金属興業 本社

・搬入終点 ： 福岡金属興業 （申請地）

・搬出起点 ： 福岡金属興業 （申請地）

・搬出終点 ：
鉄（販売）
若松区南二島３－５－１（東京製鐵㈱）
若松区大字安瀬１（㈱トーカイ）
産業廃棄物・ダスト（廃棄処分）
八幡西区大字長谷９４２－２７（三洋建設㈱）
若松区響町１－７０－１（㈱ＮＲＳ）

㈱三洋建設（産業廃棄物・ダスト：０．１ｔ／日）
八幡西区大字長谷９４２－２７
申請地 国道４９５号 県道２７７号 国道１９９号

㈱トーカイ（鉄： １０ｔ／日）
若松区大字安瀬１
申請地 国道４９５号

㈱ＮＲＳ（産業廃棄物・ダスト０．１ｔ／日）
若松区響町１－７０－１
申請地 国道４９５号 港湾道路

東京製鐵㈱（鉄： １０ｔ／日）
若松区南二島３－５－１
申請地 国道４９５号 県道２７７号
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【運搬計画図】
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【配置図】
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【搬入・搬出経路図】
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【処理フロー図】
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